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船舶事故調査報告書 

 

                               令和元年９月４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 火災 

発生日時 平成３０年１１月１日 １２時４０分ごろ 

発生場所 長崎県新上五島
しんかみごとう

町潮合
し お や

埼北方沖 

崎
さき

浦
うら

港沖防波堤灯台から真方位１６９°１.１海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３２°５８.７′ 東経１２９°１１.１′） 

事故の概要 プレジャーボート隆浩
たかひろ

Ⅱは、漂泊中、機関室から火災が発生した。 

隆浩Ⅱは、機関室等に焼損を生じた。 

事故調査の経過  平成３０年１１月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（長

崎事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート 隆浩Ⅱ、１.０トン 

ＮＳ３－６０５０３６（漁船登録番号）、個人所有 

５.８５ｍ（Lr）×１.９０ｍ×０.７６ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、４７.８０kＷ、平成３年１１月１日 

第２９３－２５２５０号（船舶検査済票の番号） 

４サイクル、回転数毎分３,５００、４気筒、ボア７８㎜、使用燃

料軽油 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５９歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成２年５月３１日 

免許証交付日 平成２７年５月２０日 

        （令和２年５月３０日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 機関室、主機の排気ゴムホース等に焼損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.８ｍ 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、親族１人（以下「同乗者」とい

う。）を乗せ、釣りの目的で、平成３０年１１月１日１０時００分ご

ろ新上五島町有川港を出港した。 

本船は、１２時１５分ごろ潮合埼北方沖の釣り場に到着し、釣りを

開始した後、潮に流されたら魚礁上に戻る潮上りを行った後、主機を

中立運転として漂泊した。 
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船長は、操舵装置の後部の渡し板に腰を下ろして釣りの準備をし、

同乗者が船尾から釣りをしていたところ、１２時４０分ごろ機関室ハ

ッチの通気口から黒煙が出ていることに気付いた。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          写真１ 本船 

 

船長は、機関室ハッチを開けた際、主機の後方から火炎を生じてい

ることに気付き、同乗者と共にクーラボックスで海水をくんで消火活

動を行ったものの、火勢が強くなったので機関室ハッチを閉めて主機

を停止した。 

船長は、同乗者と共に救命胴衣を着用し、同乗者を泳がせて近くの

陸上に避難させた。 

船長は、消火活動を続け、同乗者に携帯電話で付近を航行していた

郵便船に救助の要請を行わせ、来援した同船から借りた持運び式粉末

消火器を用いて鎮火させた。 

本船は、郵便船にえい
．．

航されて１４時００分ごろ上五島町江ノ浜漁

港に到着した。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 本船は、本事故後、機関整備会社によって主機の開放点検が行わ

れ、冷却海水ポンプ及び配管等には異物の混入がなかったもののゴム

製のインペラが破損し、排気ゴムホース（材質エチレンプロピレンジ

エンゴム、耐熱性約６０～１００℃）が溶損し、その上部の左舷側収

納庫付近が激しく焼損していた。（写真２～写真４参照） 

 

  

 

  

 

 

 

 

           写真２ 主機 

機関室ハッチ 通気口 

左舷側収納庫 

船首側 

自動拡散型消火器設置箇所 

排気ゴムホース設置箇所 

船尾側 

船首側 

拡大 
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      写真３ 破損した冷却海水ポンプのゴム製のインペラ 

 

 

 

      写真４ 溶損した排気ゴムホース 

船長は、船舶所有者から本船を借用しており、本事故発生の約１年

前から４～５回乗船経験があった。 

本船は、船齢が約２７年であり、本事故発生の約２年前に中古で購

入され、約３か月前に機関整備会社が主機を整備して冷却海水ポンプ

のインペラの交換を行っていた。 

取扱説明書によれば、冷却海水ポンプのインペラは点検時期が運転

時間６００時間又は１年ごと、交換時期が運転時間１,２００時間又

は２年ごとと記載されていた。 

機関製造会社によれば、冷却海水ポンプは、船底の海水吸入口にビ

ニール袋等が付着した場合、冷却海水を十分に取り込むことができ

ず、インペラが回転を続けて摩擦熱により硬化して破損を生じること

がある。 

本船は、消火用のバケツ及び機関室に自動拡散型消火器が備えてあ

った。 

主機の冷却海水は、船底の海水吸入口から海水ポンプで吸引加圧さ

れ、空気冷却器、潤滑油冷却器を経て、清水冷却器で冷却清水と熱交

換を行った後、ミキシングエルボで排気ガスと混合されて排気ガスを

冷却し、排気ゴムホースから船外に排出されていた。 

船長は、本事故当時、冷却海水の船外への排出状況を確認していな

かった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、潮合埼北方沖で主機を中立運転として漂泊中、船底の海水

吸入口にビニール袋等が付着し、冷却海水を十分に取り込むことがで

きなかったことから、冷却海水ポンプのインペラが破損し、冷却海水

が供給できなくなり、主機の排気ガスが同海水と混合されずに高温状

態で排気ゴムホースを溶損させて噴出し、上部の可燃物に着火して延
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焼したものと考えられる。 

冷却海水ポンプのインペラは、冷却海水を十分に取り込むことがで

きずに回転を続けたことから、摩擦熱により硬化して破損を生じたも

のと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、潮合埼北方沖で主機を中立運転として漂泊中、

船底の海水吸入口にビニール袋等が付着し、冷却海水を十分に取り込

むことができなかったため、冷却海水ポンプのインペラが破損し、冷

却海水が供給できなくなり、主機の排気ガスが同海水と混合されずに

高温状態で排気ゴムホースを溶損させて噴出し、上部の可燃物に着火

して延焼したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・主機の運転中、冷却海水の排出状況を適宜点検し、異物等が船底

の海水吸入口に詰まっていないことを確認すること。 

 ・持運び式消火器を備えておくことが望ましい。 

・事故が発生した場合、速やかに海上保安庁に通報すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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崎浦港沖防波堤灯台 
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長崎県 

五島列島 

長崎県 

新上五島町 

事故発生場所 

（平成３０年１１月１日 

 １２時４０分ごろ発生） 
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